
【参考】 
 

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（抄） 

 

(許可の欠格事由) 

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 

 一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)

であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七

号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第

二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関

する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 

 二～五 略 

 六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

 

(許可の取消し等) 

第十四条  厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取

り消すことができる。  
一  第六条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当しているとき。  
二～三 (略) 

 

２  （略）  
 

 

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令（抄） 

 

(法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの) 

第三条  法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。  
一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定

に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に

限る。）及び第百二十条（同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）

の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（これらの規定が法第四十四条（第四項を除く。）の規

定により適用される場合を含む。）  
二～十 (略) 

 

 

○労働基準法（抄） 

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 

第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に

おいては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五

割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。  
２  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。  
３  使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域

又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間において労働させた場合においては、その時間の労働に

ついては、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。  
４  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算

入しない。  
 

第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  
一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、

第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第

六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第

八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者  
二～三 (略) 

 

第百二十一条  この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為し

た代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、

事業主（事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな

い未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人（法定代理人が法人であるときは、その代表

者）を事業主とする。次項において同じ。）が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。  
２  事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措

置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 


